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消費税対応の診療報酬改定で具体案 ～間もなく答申の見通し 
消費税率の10％への引き上げに伴って10月に実施される診療報酬改定の案が中央社会保険

医療協議会総会で示され、改定内容がほぼ固まりました。次回の総会が予定される13日にも答

申される見通しです。同改定は、税率が5％から8％に上がった際の2014年度対応分の財源も踏

まえ、5％から10％へのアップに対応する形での補てんが行われます。 

案によると、これまでの議論の過程で算出された上乗せ率を一律に調整した上で配点を行うと

しています。調整前の上乗せ率は、2016年度の課税経費率と入院料シェアのデータに基づいて

算出されていますが、今回改定の実際の配点は、2019年度の国民医療費見込み(予算)に対応し

た財源に基づいて行うものであるため、2016年度から2019年度にかけての医療費の伸びを勘案

して調整するとしたものです。その結果、初・再診料の上乗せ率の場合、5.5％から6.0％に上方

修正されています。調整後の上乗せ率に、点数の整数化や財源内での調整などを加えた改定

案は、以下の通りです(医科点数を一部抜粋)。 

 

 


